
　

平
成
一
六
年
第
三
回
定
例
会
に
提

出
さ
れ
た
議
案
、
本
会
議
で
の
質
疑

及
び
審
議
結
果
に
つ
い
て
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

　

（
北
田　

清　

氏
）

　

（
門
倉　

節
明　

氏
）

　

（
吉
川　

明
彦　

氏
）

　

（
齋
藤　

榮
子　

氏
）

　

（
木
村　

愛
子　

氏
）

（
櫻
井　

節
子　

氏
）

　

（
沼　
　

千
枝
子　

氏
）

　

（
久
保
田　

正
之　

氏
）

　

（
斎
藤　

和
子　

氏
）

　

舞
台
装
置
等
を
使
用
し
な
い
場

合
の
多
目
的
ホ
ー
ル
利
用
区
分
か
ら

「
全
日
」
を
削
除
し
た
理
由
と
一
日

通
し
て
の
利
用
希
望
が
あ
っ
た
場
合

の
対
応
は
。

　
「
全
日
」
で
利
用
さ
れ
た
例
が

な
い
た
め
、
利
用
区
分
か
ら
は
削
除

し
た
が
、
一
日
通
し
て
の
利
用
申
し

込
み
も
で
き
る
よ
う
検
討
し
て
い
く
。

　

舞
台
装
置
等
を
使
用
し
な
い

場
合
の
多
目
的
ホ
ー
ル
使
用
料
を
平

日
、
休
日
等
に
関
係
な
く
一
律
に
し

た
理
由
は
。

　

体
育
施
設
の
貸
し
出
し
に
つ
い

て
は
、
他
の
施
設
と
同
様
、
平
日
、

休
日
等
に
関
係
な
く
使
用
料
を
一
律

に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

多
目
的
ホ
ー
ル
の
使
用
方
法

や
使
用
料
の
額
を
見
直
す
に
当
た
っ

て
、
市
民
か
ら
の
意
見
は
。

　

市
民
か
ら
の
意
見
を
反
映
さ
せ

た
改
正
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

　

舞
台
装
置
等
を
使
用
し
な
い
場

合
、
多
目
的
ホ
ー
ル
を
二
時
間
単
位

で
貸
し
出
す
こ
と
に
な
る
が
、
利
用

者
に
と
っ
て
二
時
間
は
短
い
の
で
は
。

　

利
用
単
位
を
二
時
間
と
短
く
す

る
こ
と
で
、
利
用
者
の
利
用
機
会
を

増
や
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

舞
台
装
置
等
を
使
用
し
な
い
場

合
、
利
用
時
間
帯
に
関
係
な
く
、
多

目
的
ホ
ー
ル
使
用
料
を
一
律
に
し
た

理
由
は
。

　

利
用
時
間
帯
に
関
係
な
く
、
使

用
料
を
平
準
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

改
正
後
の
使
用
料
収
入
は
。

　

ほ
ぼ
従
来
と
同
様
の
収
入
額
に

な
る
と
見
込
ん
で
い
る
。

　

改
正
後
に
要
す
る
施
設
管
理
経

費
は
。

　

従
来
と
変
わ
ら
な
い
。

　

舞
台
装
置
等
を
使
用
せ
ず
、
多

目
的
ホ
ー
ル
を
三
時
間
利
用
し
た
い

場
合
は
。

　

利
用
単
位
二
単
位
の
四
時
間
申

し
込
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
。

　

市
民
健
康
文
化
セ
ン
タ
ー
に

と
っ
て
、
勤
労
者
体
育
セ
ン
タ
ー
を

取
り
壊
す
こ
と
の
財
政
効
果
は
。

　

財
政
効
果
は
あ
る
と
考
え
る
。

　

　

休
業
日
を
減
ら
し
、
利
用
時
間

を
延
長
す
る
こ
と
で
、
施
設
管
理
経

費
と
使
用
料
収
入
は
。

　

施
設
管
理
経
費
約
三
四
一
万

円
、
使
用
料
収
入
約
三
○
万
円
の
増

加
を
見
込
ん
で
い
る
。

　

使
用
料
の
見
直
し
は
、
い
つ
以

来
か
。

　

平
成
五
年
の
開
所
以
来
、
初
め

て
で
あ
る
。

　

小
・
中
学
校
の
体
育
館
開
放
事

業
の
実
施
状
況
は
。

　

平
成
一
五
年
度
は
小
学
校
一
五

校
、
中
学
校
一
校
で
実
施
し
た
。

　

利
用
単
位
を
二
時
間
と
す
る
に

当
た
っ
て
、
現
在
の
利
用
実
態
は
。

　

特
に
把
握
し
て
い
な
い
。

　

利
用
団
体
ご
と
、
一
カ
月
の

利
用
単
位
を
四
単
位
ま
で
と
し
て
い

る
が
、
申
し
込
み
に
空
き
が
あ
る
場

合
、
四
単
位
を
超
え
て
の
利
用
は
可

能
か
。

　

今
後
、
利
用
単
位
の
拡
大
を
検

討
し
て
い
く
。

　

利
用
単
位
拡
大
の
検
討
は
、
い

つ
ま
で
に
行
わ
れ
る
の
か
。

　

平
成
一
七
年
二
月
中
旬
ま
で
に

は
方
針
を
出
し
た
い
。

　

　

旧
し
尿
処
理
場
の
取
り
壊
し
は
。

　

解
体
費
用
に
約
三
億
円
要
す
る

こ
と
か
ら
、
財
政
面
の
調
整
を
し
な

（２）

　

平
成
一
六
年
第
三
回
定
例
会（
会
期
八
月
三
○
日
〜
九
月
二
一
日
）

で
は
、市
民
総
合
体
育
館
の
休
館
日
を
来
年
四
月
か
ら
毎
月
第
１
、３

月
曜
日
に
変
更
す
る
条
例
な
ど
議
案
四
○
件
（
議
員
提
出
議
案
二
件

含
む
）
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。「
平
成
15
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出

決
算
認
定
に
つ
い
て
」
は
、
決
算
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
閉
会
中

継
続
審
査
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
ほ
か
の
議
案
は
原
案
の

と
お
り
可
決
（
同
意
・
認
定
含
む
）
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
第
二
回

定
例
会
で
継
続
審
査
と
さ
れ
て
い
た
議
案
第
52
号
「
市
道
の
路
線
の

認
定
に
つ
い
て
」
も
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
一
般
質
問
に
は
一
五
名
の
議
員
が
、
三
日
間
に
わ
た
り
市

政
全
般
に
つ
い
て
質
問
を
い
た
し
ま
し
た
。



が
ら
進
め
て
い
く
。

　

　

休
所
日
を
土
、
日
曜
日
か
ら
火

曜
日
に
変
更
す
る
こ
と
で
、
利
用
人

数
、
使
用
料
収
入
、
施
設
管
理
経
費

の
見
込
み
は
。

　

利
用
人
数
約
二
，
三
一
○
名
、

使
用
料
収
入
約
三
五
万
円
、
施
設
管

理
経
費
約
二
五
○
万
円
の
増
加
を
そ

れ
ぞ
れ
見
込
ん
で
い
る
。

　

　

休
館
日
を
減
ら
し
、
利
用
時
間

を
延
長
す
る
こ
と
で
、
施
設
管
理
経

費
と
使
用
料
収
入
は
。

　

施
設
管
理
経
費
約
六
四
一
万

円
、
使
用
料
収
入
約
一
八
三
万
円
の

増
加
を
そ
れ
ぞ
れ
見
込
ん
で
い
る
。

　

）

　

防
犯
の
ま
ち
づ
く
り
支
援
事
業

費
補
助
金
の
支
出
先
は
。

　

防
犯
の
ま
ち
づ
く
り
事
業
を
行

う
自
治
会
等
を
予
定
し
て
い
る
。

　

緑
化
重
点
地
区
総
合
整
備
事
業

費
補
助
金
の
今
後
の
申
請
予
定
は
。

　

入
間
地
区
の
公
園
四
カ
所
を
予

定
し
て
い
る
。

　

第
一
環
境
セ
ン
タ
ー
焼
却
炉
の

解
体
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。

　

焼
却
炉
の
解
体
は
、
今
後
速
や

か
に
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
調
査
、
解
体
実

施
設
計
を
行
い
、
平
成
一
七
年
度
に

実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

第
一
環
境
セ
ン
タ
ー
焼
却
炉
解

体
に
高
額
な
費
用
を
要
す
る
理
由
は
。

　

国
の
規
制
に
よ
り
、
焼
却
炉
解

体
の
際
の
作
業
員
の
安
全
を
図
る
た

め
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
調
査
の
実
施
が

必
要
に
な
る
た
め
で
あ
る
。

　

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
の
建
設

は
、入
間
市
と
の
合
併
に
関
係
な
く
、

独
自
に
進
め
て
い
く
の
か
。

　

独
自
に
進
め
て
い
く
。

　

不
法
投
棄
監
視
装
置
の
設
置
時

期
と
設
置
場
所
は
。

　

平
成
一
六
年
一
一
月
、
不
法
投

棄
が
多
い
地
区
に
二
台
設
置
を
予
定

し
て
い
る
。

　

不
法
投
棄
監
視
装
置
に
よ
る
監

視
方
法
は
。

　

生
活
環
境
課
の
モ
ニ
タ
ー
で
映

像
を
受
信
、
保
存
し
て
い
く
。

　

不
法
投
棄
監
視
装
置
の
設
置
に

よ
っ
て
、
抑
止
効
果
を
よ
り
上
げ
る

た
め
の
考
え
は
。

　

設
置
す
る
こ
と
を
広
報
紙
等
で

周
知
し
て
い
く
。

　

不
法
投
棄
へ
の
対
応
は
。

　

悪
質
な
場
合
に
は
、
告
発
も
辞

さ
な
い
。

　

柏
原
新
狭
山
線
の
信
号
機
未
設

置
箇
所
二
カ
所
へ
の
信
号
機
設
置
時

期
は
。

　

平
成
一
六
年
一
○
月
中
の
設
置

を
予
定
し
て
い
る
。

　

柏
原
新
狭
山
線
の
信
号
機
未
設

置
箇
所
の
道
路
両
側
に
、
常
時
、
人

を
配
置
す
る
こ
と
が
必
要
か
。

　

学
校
等
か
ら
の
要
望
も
あ
り
、

安
全
を
考
え
て
対
応
し
て
い
る
。

　

小
・
中
学
校
の
ト
イ
レ
改
修
計

画
は
。

　

平
成
一
六
年
度
は
山
王
小
、
御

狩
場
小
、
狭
山
台
北
小
、
新
狭
山
小
、

狭
山
台
中
、
入
間
野
中
を
予
定
し
、

未
改
修
の
小
、
中
学
校
は
平
成
一
七

年
度
に
実
施
し
た
い
。

　

県
が
独
自
に
実
施
し
て
き
た
高

額
医
療
費
共
同
事
業
補
助
金
が
廃
止

さ
れ
た
が
、
そ
の
背
景
は
。

　

平
成
一
五
年
度
に
高
額
医
療
費

共
同
事
業
が
制
度
化
さ
れ
た
た
め
、

慢
性
腎
不
全
等
に
限
っ
て
実
施
し
て

き
た
県
の
補
助
が
廃
止
さ
れ
た
。

　　　　　　

　

こ
の
工
事
の
全
体
的
な
概
要

は
。

　

全
体
計
画
区
間
は
基
地
か
ら
入

間
川
ま
で
の
一
，
八
三
七
メ
ー
ト
ル

を
予
定
し
て
い
る
。

　

何
期
に
分
け
て
工
事
を
す
る
の

か
。

　

防
衛
補
助
事
業
で
実
施
す
る
た

め
、現
段
階
で
は
確
定
し
て
い
な
い
。

　

全
体
計
画
区
間
の
総
事
業
費
と

工
事
期
間
は
。

　

概
算
で
約
三
九
億
円
を
見
込

み
、
工
事
期
間
は
五
カ
年
を
予
定
し

て
い
る
。

　

こ
の
事
業
費
は
、
基
地
が
全
額

負
担
す
る
べ
き
で
は
。

　

基
地
以
外
の
周
辺
地
区
で
も
雨

水
処
理
が
可
能
に
な
る
た
め
、
一
○

分
の
八
・
五
の
補
助
率
で
実
施
す
る
。

（
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
取
得
）

　

自
動
車
メ
ー
カ
ー
は
。

　

三
菱
自
動
車
以
外
で
お
願
い
し

て
い
る
。

　

（
小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
積
載
車
の
取

得
）

　

（
入
曽
運
動
広
場
用
地
の
取
得
）

　

取
得
用
地
の
単
価
は
。

　

一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
二
万

八
，
七
四
○
円
で
あ
る
。

　　

（
入
間
地
区
内
）

　

入
曽
運
動
広
場
内
及
び
隣
接
す

（３）



る
部
分
の
市
道
を
廃
止
し
、
残
り
部

分
を
改
め
て
認
定
す
る
理
由
は
。

　

隣
接
地
権
者
と
の
話
し
合
い
の

結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

（
入
間
地
区
内
）

　
　

高
橋
ブ
ラ
ク
ソ
ン
久
美
子
議
員

　

（
堀
兼
地
区
内
）

　

　

実
質
単
年
度
収
支
が
平
成
一
五

年
度
に
お
い
て
、
黒
字
に
転
じ
た
要

因
は
。

　

財
政
調
整
基
金
の
取
り
崩
し
額

の
減
少
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
。

　

固
定
資
産
税
収
入
が
年
々
減
収

し
て
い
る
理
由
と
増
収
に
転
じ
る
た

め
の
方
策
は
。

　

地
価
の
下
落
等
が
影
響
し
た
も

の
で
あ
り
、
土
地
価
格
の
上
昇
や
工

場
、
店
舗
等
の
建
設
に
よ
っ
て
増
収

が
見
込
め
る
。

　

サ
ピ
オ
稲
荷
山
、
サ
ン
パ
ー
ク

奥
富
の
使
用
料
収
入
が
予
算
額
よ
り

一
割
以
上
減
収
し
て
い
る
要
因
は
。

　

市
内
に
類
似
施
設
が
で
き
た
こ

と
な
ど
か
ら
、
浴
室
や
大
広
間
の
利

用
者
が
減
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

資
本
金
一
○
億
円
以
上
の
法
人

に
制
限
税
率
一
四
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

で
課
税
し
た
場
合
の
法
人
市
民
税
額

は
。

　

平
成
一
五
年
度
の
予
算
、
決

算
ベ
ー
ス
で
試
算
す
る
と
予
算
で
約

三
億
八
，
○
○
○
万
円
、
決
算
で
約

六
億
四
，
四
○
○
万
円
の
増
収
が
そ

れ
ぞ
れ
見
込
め
る
。

　

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村

助
成
交
付
金
（
基
地
交
付
金
）
に
つ

い
て
、
資
産
評
価
か
ら
試
算
し
た
固

定
資
産
税
相
当
額
と
基
地
隣
接
箇
所

の
評
価
額
か
ら
試
算
し
た
固
定
資
産

税
相
当
額
は
。

　

平
成
一
五
年
度
交
付
金
約
五
億

九
，
二
二
○
万
円
に
対
し
、
資
産
評

価
か
ら
の
試
算
額
は
約
一
八
億
七
，

七
八
八
万
円
、
基
地
隣
接
箇
所
の
評

価
額
か
ら
の
試
算
額
は
約
二
○
億
五
，

○
四
八
万
円
で
あ
る
。

　

市
営
住
宅
家
賃
や
保
育
所
保
育

料
の
滞
納
額
が
増
え
て
い
る
が
。

　

督
促
状
の
送
付
や
電
話
、
訪
問

に
よ
り
催
促
し
て
い
る
。

　

平
成
一
五
年
度
主
要
施
策
等
の

報
告
は
。

　

行
政
報
告
書
と
し
て
提
出
し
、

議
案
説
明
の
際
に
も
報
告
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　

同
和
対
策
審
議
会
は
い
つ
ま
で

存
続
す
る
の
か
。

　

今
後
も
審
議
会
の
意
見
を
伺
い

な
が
ら
、施
策
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　

消
費
者
相
談
件
数
が
大
幅
に
増

え
て
い
る
の
に
、
相
談
員
の
報
酬
額

が
増
え
て
い
な
い
が
。

　

実
情
に
応
じ
て
検
討
し
て
い
く
。

　

障
害
者
の
支
援
費
制
度
に
お
け

る
居
宅
介
護
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

者
数
は
。

　

平
成
一
五
年
度
末
で
身
体
障
害

の
方
が
一
二
○
名
、
知
的
障
害
の
方

が
二
八
名
と
な
っ
て
い
る
。

　

敬
老
行
事
委
託
料
で
、
高
齢
者

一
人
当
た
り
の
賄
い
費
用
が
減
額
さ

れ
て
き
て
い
る
が
。

　

社
会
福
祉
協
議
会
、
自
治
会
等

の
要
望
を
聞
い
て
い
き
た
い
。

　

入
曽
乳
児
保
育
所
の
入
所
対
象

を
拡
大
で
き
な
い
か
。

　

施
設
改
修
等
の
中
で
検
討
し
て

い
き
た
い
。

　

市
内
の
国
民
年
金
収
納
率
は
。

　

平
成
一
五
年
度
は
六
二
・
四

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

　

財
政
支
援
の
繰
出
金
に
関
す
る

今
後
の
想
定
は
。

　

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
で

は
、
平
成
一
○
年
度
と
一
五
年
度
を

比
較
す
る
と
約
六
億
三
千
万
円
増
加

し
て
お
り
、
今
後
も
増
加
傾
向
で
推

移
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　

前
年
度
比
で
扶
助
費
の
経
常
収

支
比
率
が
上
昇
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
全
体
の
上
昇
率
が
抑
え
ら
れ
た

理
由
は
。

　

事
務
事
業
の
経
費
節
減
効
果
が

あ
ら
わ
れ
た
結
果
と
考
え
て
い
る
。

　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
と
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
収
集
の
キ
ロ
グ
ラ
ム
単
価
は
。

　

収
集
運
搬
、
中
間
処
理
等
を
含

め
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
が
約
六
二

円
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
約
八
三
円
で

あ
る
。

　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
と
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
収
集
の
経
費
削
減
策
は
。

　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
分
別

収
集
を
市
内
全
域
に
広
げ
て
か
ら
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
と
の
同
一
収
集
等
、

経
費
削
減
策
を
検
討
し
て
い
く
。

　

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
に

よ
っ
て
、
リ
サ
イ
ク
ル
事
業
に
対
す

る
自
治
体
の
費
用
負
担
が
非
常
に
重

い
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
。

　

法
改
正
の
情
報
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
改
正
法
令
等
を
見
定
め
た
上
で

総
合
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
分
別
回
収

の
実
施
に
よ
っ
て
、
燃
や
す
ご
み
の

量
の
変
化
は
。

　

平
成
一
五
年
度
の
水
富
、
狭
山

台
地
区
の
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
収
集

量
一
七
六
ト
ン
分
、
燃
や
す
ご
み
の

量
は
減
っ
て
い
る
。

　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
分
別
回
収

が
柏
原
、
奥
富
地
区
で
開
始
さ
れ
る

こ
と
に
よ
る
見
通
し
は
。

　

平
成
一
六
年
度
末
ま
で
に
、
四

地
区
合
わ
せ
て
、
収
集
量
五
七
○
ト

ン
を
見
込
ん
で
い
る
。

　

生
ご
み
リ
サ
イ
ク
ル
事
業
の
協

力
世
帯
を
、
更
に
増
や
し
て
い
く
た

め
の
方
策
は
。

　

現
在
、
約
三
，
四
○
○
世
帯
に

協
力
い
た
だ
い
て
い
る
が
、
引
き
続

き
、
協
力
を
呼
び
か
け
て
い
く
。

　

店
舗
・
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助

金
の
平
成
一
五
年
度
実
績
は
。

　

利
用
件
数
二
六
件
、
対
象
工
事

費
総
額
約
五
，四
二
三
万
円
で
あ
る
。

　

埼
玉
県
の
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策

事
業
の
今
後
の
見
通
し
は
。

　

現
在
の
実
施
状
況
は
予
定
の
約

三
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
が
、
県
に

は
機
会
あ
る
ご
と
に
要
望
し
て
い
く
。

　

市
営
住
宅
改
修
工
事
を
更
に
促

進
し
て
い
く
べ
き
で
は
。

（４）



　

平
成
一
五
年
度
は
水
富
団
地
外

壁
改
修
工
事
等
を
実
施
し
た
が
、
今

後
も
計
画
的
に
実
施
し
て
い
き
た
い
。

　

水
富
地
区
の
住
居
表
示
実
施
世

帯
数
と
事
業
費
は
。

　

平
成
一
二
年
度
か
ら
の
四
カ
年

合
計
で
六
，
六
三
五
世
帯
、
事
業
費

約
九
，
七
七
三
万
円
で
あ
る
。

　

水
富
地
区
の
住
居
表
示
実
施
に

伴
う
市
民
課
等
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

シ
ス
テ
ム
変
更
費
用
は
。

　

約
三
，
四
九
五
万
円
で
あ
る
。

　

人
口
規
模
等
か
ら
基
準
と
な
る

当
市
の
消
防
職
員
数
は
。

　

現
在
の
職
員
数
一
七
一
名
に
対

し
て
、
二
一
三
名
で
あ
る
。

　

第
一
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
改

修
計
画
策
定
の
見
通
し
は
。

　

現
在
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
（
※
）
を
導
入

し
た
建
て
替
え
に
つ
い
て
調
査
を
実

施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

　

短
期
被
保
険
者
証
の
発
行
世
帯

数
と
事
務
手
続
き
の
流
れ
は
。

　

現
在
の
発
行
世
帯
数
は
一
一
六

世
帯
で
あ
り
、
短
期
被
保
険
者
証
に

変
更
す
る
旨
の
予
告
を
し
て
も
、
納

税
相
談
に
応
じ
な
い
滞
納
者
に
対
し

発
行
し
て
い
る
。

　

短
期
被
保
険
者
証
を
発
行
し
た

世
帯
の
所
得
階
層
の
傾
向
は
。

　

傾
向
は
見
ら
れ
な
い
。

　

高
額
療
養
費
の
申
請
に
対
す
る

支
払
い
は
。

　

申
請
に
対
す
る
支
払
い
は
一
○

○
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

　　　　

　

平
成
一
七
年
度
以
降
に
見
込
ま

れ
る
年
間
事
業
費
は
。

　

一
○
億
円
程
度
で
推
移
し
て
い

く
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　

　

介
護
保
険
給
付
費
準
備
基
金
に

積
み
立
て
が
で
き
た
理
由
は
。

　

保
険
給
付
見
込
み
額
よ
り
も
実

績
が
下
回
っ
た
こ
と
な
ど
が
理
由
と

し
て
考
え
ら
れ
る
。

　

狭
山
市
の
第
２
期
介
護
保
険
事

業
計
画
の
残
り
二
カ
年
度
の
事
業
計

画
予
測
は
。

　

保
険
給
付
費
、
保
険
料
収
納
率

が
見
込
み
ど
お
り
推
移
す
れ
ば
、
事

業
計
画
ど
お
り
運
営
で
き
る
。

　

　

　
　

　

栗　

原　
　
　

武

　

　
　

　

奥　

冨　

喜　

康

※
Ｐ
Ｆ
Ｉ
＝
公
共
施
設
等
の
設
計
、

建
設
、
運
営
等
に
民
間
の
資
金
と
ノ

ウ
ハ
ウ
を
活
用
す
る
こ
と
。

（５）

　現在、政府は郵政事業の民営化に向けた検討に取り組んでいるが、郵政事業については、民間手法を取り入れた経
営を行うとの観点から昨年４月に日本郵政公社として出発したばかりであり、その成否を見てから公社のままでよい
のか、更なる改革を進めるべきかの議論を行うべきと考える。
　現在、郵便局は郵便、貯金、簡易保険の三事業を通じて国民生活に密着したサ－ビスを提供しており、地域になく
てはならない存在となっている。その郵便局が民営化されると採算性を重視し、収益性の高い事業や地域に重点が置
かれ、採算の取りにくい地方やサ－ビスが切り捨てられる結果、日本全国あまねく公平なサ－ビスの提供は確保され
ず、不採算地域にある郵便局の廃局が進むことなども懸念される。
　よって、国においては、郵便局がこれまで果たしてきた役割を考慮し、現行経営形態を堅持されるよう検討するこ
とを強く求めるものである。
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　　平成１６年９月２１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埼　玉　県　狭　山　市　議　会

　　　　提　出　先 衆 議 院 議 長
内 閣 官 房 長 官
財 務 大 臣

参 議 院 議 長
金融・経済財政政策担当大臣
経 済 産 業 大 臣

内 閣 総 理 大 臣
総 務 大 臣



（６）

　平成１６年度における国の予算編成は、「三位一体の改革」の名の下に、本来あるべき国・地方を通ずる
構造改革とは異なり、国の財政健全化方策が優先されたものと受け取らざるを得ず、著しく地方の信頼関係
を損ねる結果となった。
　こうした中、政府においては、去る６月４日に「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００４」が
閣議決定され、「三位一体の改革」に関連して、概ね３兆円規模の税源移譲を前提として、地方公共団体か
らの具体的な国庫補助負担金改革を取りまとめることが要請されたところである。
　地方六団体は、この要請に対し、去る８月２４日に、国と地方公共団体の信頼関係を確保するための一定
条件を下に、地方分権の理念に基づく行財政改革を進めるため、税源移譲や地方交付税のあり方、国による
関与・規制の見直しに関する具体例を含む「国庫補助負担金等に関する改革案」を政府に提出したところで
ある。
　よって、国においては、以下の前提条件を十分踏まえ、その早期実現を強く求めるものである。

記
１　国と地方の協議機関の設置
　　地方の意見が確実に反映することを担保とするため、国と地方六団体との協議機関を設置することをこ
　の改革の前提条件とする。
２　税源移譲との一体的実施
　　今回の国庫補助負担金改革のみを優先させることなく、これに伴う税源移譲、地方交付税措置を一体的、
　同時に実施すること。
３　確実な税源移譲
　　今回の国庫補助負担金改革は、確実に税源移譲が担保される改革とすること。
４　地方交付税による確実な財源措置
　　税源移譲額が国庫補助負担金廃止に伴い財源措置すべき額に満たない地方公共団体については、地方交
　付税により確実な財源措置を行うこと。
　　また、地方交付税の財源調整、財源保障の両機能を強化するとともに、地方財政全体及び個々の地方公
　共団体に係る地方交付税の所要額を必ず確保すること。
５　施設整備事業に対する財政措置
　　廃棄物処理施設、社会福祉施設等は、臨時的かつ巨額の財政負担となる事業であることから、各地方公
　共団体の財政規模も考慮しつつ、　地方債と地方交付税措置の組合せにより万全の財政措置を講じること。
６　負担転嫁の排除
　　税源移譲を伴わない国庫補助負担金の廃止、生活保護費負担金等の補助負担率の切下げ、単なる地方交
　付税の削減等、地方への一方的な負担転嫁は絶対に認められないこと。
７　新たな類似補助金の創設禁止
　　国庫補助負担金改革の意義を損ねる類似の目的・内容を有する新たな国庫補助負担金等の創設は認めら
　れないものであること。
８　地方財政計画作成に当たっての地方公共団体の意見の反映
　　地方財政対策、地方財政計画の作成に当たっては、的確かつ迅速
　に必要な情報提供を行うとともに、地方公共団体の意見を反映させ
　る場を設けること。
　　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　　平成１６年９月２１日
　　　　　　　　　　　　　　　　埼　玉　県　狭　山　市　議　会

提　出　先

衆 議 院 議 長
内 閣 官 房 長 官
財 務 大 臣
厚 生 労 働 大 臣

参 議 院 議 長
金融・経済財政政策担当大臣
経 済 産 業 大 臣
農 林 水 産 大 臣

内 閣 総 理 大 臣
総 務 大 臣
文 部 科 学 大 臣 
国 土 交 通 大 臣


